
ご協力のお願い

皆さまには、日ごろから市政の推進にご協力いただきあり

がとうございます。

さて、本市では、市民一人ひとりの人権が尊重され人権文
そんちょう

化が息づくまちづくりをめざし、平成 17（2005）年に策定し

ました「川西市人権行政推進プラン」【（平成 22（2010）年改

定】に基づき、さまざまな取り組みをすすめています。

今回の調査は、平成 26（2014）年度にこのプランの見直

しをはかるにあたり、市民の皆さまのお考えをお聞かせいた

だき、改定のための基礎資料とさせていただくためのもので
き そ し り ょ う

す。今回ご協力いただきますのは、無作為に選ばれました満
む さ く い

20 歳以上の市民 2,000 人です。

なお、この調査票に記入された内容に関しましては、

統計的に処理し、分析の目的のみに利用するもので、この目
と う け い て き し ょ り ぶ ん せ き

的以外に使用したり、皆さまにご迷惑をおかけするようなこ
め い わ く

とは決してありません。

なにとぞ、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力いただき
し ゅ し

ますようお願い申しあげます。

平成 25（2013）年 11 月

川西市長 大塩 民生

【ご記入のうえでのお願い】

◆お答えは、このアンケートのあて名の方ご本人にお願いします。

なお、記入にあたっては、ご家族、ご友人の方などに代筆していただいて

もけっこうです。

◆調査票は、11 月 29 日（金）までに、同封の返信用封筒に入れてご返
へんしんようふうとう

送ください。切手は不要です。

◆11 月 21 日に、「ご返送のお願い」のハガキを対象者全員に発送します。こ
たいしょうしゃぜんいん

れは、できる限り多くの方のご意見をお伺いしたいとの考えからです。無

記名のアンケートのため、すでにご返送いただいている方にも送らせてい

ただきますので、ご了承ください。

○お問い合わせ先 川西市 人権推進課 TEL 072-740-1150

人権問題に関する市民意識調査
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問１ あなたは、「人権」ということを、どの程度身近に感じられますか。あなたの気
持ちに最も近いものを一つ選んでください。（○は１つ）

１．非常に身近に感じている

２．どちらかといえば身近に感じている

３．どちらかといえば身近には感じていない

４．まったく身近には感じていない

問２ あなたは､小学校から高校の間に､差別や人権に関する教育を受けたことがあり
ますか。

１．ある ２．ない 【問３へ】

問２-(1) 問２で｢１.ある｣と回答された方にお聞きします。
その教育をどの程度受けましたか｡最も多く受けた時期について､お答え
ください。（○は１つ）

１．ほぼ毎週 ２．月に１～２回 ３．年に数回 ４．覚えていない

問２-(2) どういう内容を教わりましたか。（あてはまるものすべてに○）

１．女性の人権問題 ２．高齢者の人権問題

３．障がいのある人の人権問題 ４．同和問題

５．子どもの人権問題 ６.子どもの権利条約

７．日本で暮らす外国人の人権問題

８．ＨＩＶ（エイズウィルス）感染者の人権問題

９．ハンセン病回復者（元患者）※の人権問題

10．アイヌの人々の人権問題 11．犯罪被害者とその家族の人権問題

12．刑を終えて出所した人の人権問題 13．ホームレスの人に関する人権問題

14．インターネットと人権

15．セクシュアル･マイノリティ（性的少数者）の人権問題

16．戦争と人権

17．その他（具体的に： ）

18．おぼえていない

※ハンセン病回復者（元患者）

ハンセン病は、慢性の感染症で決して隔離療養する必要のない病気ですが、日本では、平成８
ま んせい かんせんしょう か く り り ょ う よ う

（1996）年までハンセン病にかかった患者を隔離するよう規定した法律がありました。それにより、患

者は長い間、療養所で生活を送らざるを得ず、 著 しく人権を侵害されてきました。現在の日本では
いちじる

ハンセン病にかかる人はほとんどおらず、ハンセン病回復者と呼ぶことが一般的となっています。
か い ふ く し ゃ

また、回復者をハンセン病元患者と呼ぶこともあります。
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問３ あなたは､憲法により義務ではなく、「国民の権利」と定められているのはどれ
だと思いますか。（あてはまるものすべてに○）

１．思っていることを世間に発表する ２．税金を納める

３．目上の人に従う ４．道路の右側を歩く

５．人間らしい暮らしをする ６．労働組合をつくる

７．憲法に何が定められているかわからない

問４ 日常生活のなかで、あなたは過去５年くらいの間に、自分の人権が侵害された
と思われたことがありますか。

１．ある ２．ない 【問５へ】

問４-(1) 問４で｢１．ある｣と回答された方にお聞きします。
どのような人権侵害でしたか。（あてはまるものすべてに○）

１．あらぬ噂（うわさ）や悪口により、名誉・信用等を侵害された

２．警察官等の公務員から不当な扱いをうけた

３．地域で暴力、無理強い、仲間はずれなどをうけた

４．配偶者やパートナーから暴力（ドメスティック・バイオレンス）をうけた

５．職場などで地位や権限などを利用した嫌がらせ（パワー・ハラスメント）をう

けた

６．プライバシーを侵害された

７．差別待遇（信条・性別・社会的身分等により不平等または不利益な扱い）をう

けた

８．性的いやがらせ（セクシュアル・ハラスメント）をうけた

９．学校でいじめをうけた

10．インターネット（ＳＮＳ※を含む）による中 傷・いじめなどをうけた
ちゅうしょう

11．その他（具体的に： ）

12．おぼえていない

※ＳＮＳ

ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略。社会的ネットワークをインターネット上で構築するサービ

スのことを言います。
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問４-(2) 問４で｢１．ある｣と回答された方にお聞きします。
人権侵害を受けたとき、どうされましたか。（あてはまるものすべてに○）

１．友だち、同僚などに相談した ２．家族、親せきに相談した

３．警察に相談した ４．弁護士に相談した

５．県や市町村に相談した ６．法務局や人権擁護委員などに相談した

７．民間団体等に相談した ８．地域の民生・児童委員などに相談した

９．新聞などマスコミに訴えた 10．自分で相手に抗議した

11．その他（具体的に： ）

12．特に何もしなかった

13．おぼえていない

問５ あなたは､これまでの同和問題に関して､つぎのような発言を直接聞いたことが
ありますか。複数ある場合は、強く印象に残っているものを選んでください。
（○は１つ）

問５-(1) 問５で｢１. ～６. 」のいずれかに回答された方にお聞きします。
それは誰から聞きましたか。（○は１つ）

１．家族 ２．親族 ３．近所の人

４．友人 ５．職場の人 ６．知らない人

７．その他（具体的に： ）

問５-(2) それはいつごろのことですか。（○は１つ）（その時のあなたの年齢を記入）

１．ここ１年ほどのこと ２．５年以内のこと ３．10年以内のこと

４．10年以上前のこと ５．よくおぼえていない

「自分が（ ）歳のとき

１．同和地区の人（子ども）とは､付き合っては（遊んでは）いけない

２．同和地区の人とは､結婚してはいけない

３．同和地区の人はこわい

４．同和地区の人は無理難題を言う

５．同和地区は治安が悪い

６．住宅を購入する際は､同和地区内の物件を避けた方がいい

７．聞いたことはない 【問６へ】
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問５-(3) それを聞いたとき､どう感じましたか｡また､どうしましたか。（○は１つ）

問６ あなたの親類が結婚したいと思っている相手が同和地区の人で､そのことを理
由に家族から結婚を反対されていることについて､あなたが相談を受けた場合、
あなたならどのような態度をとると思いますか｡最も近いものを選んでくださ
い。（○は１つ）

問７ 日本の社会での人権や同和問題について、次のような意見について、あなたは
どう思いますか。ア～エのそれぞれについて、最も近いものを選んでください。
（○はそれぞれ１つ）

１．そのとおりと思った

２．そういう見方もあるのかと思った

３．反発･疑問を感じたが､相手には何も言わなかった

４．反発･疑問を感じ､相手にその気持ちを伝えた

５．とくに何も思わなかった

１．反対する家族を説得するなど、力になってあげようと言う

２．迷うことはない、自分の意思を貫いて結婚しなさいと言う

３．慎重に考えたほうがよいと言う

４．あきらめるように言う

５．どう言えばよいのかわからない

６．その他（具体的に： ）

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

ア 今の日本は、人権が尊重されている社会である １ ２ ３ ４

イ 国 民 一 人 ひ と り の 人 権 意 識 は ５ ～ ６ 年 前 に 比

べて高くなっている
１ ２ ３ ４

ウ 同和問題は、人権にかかわる問題だから、社会

全体で解決に取り組み、自分も努力すべきだ
１ ２ ３ ４

エ 同和問題は、そっとしておけば自然になくなる

問題だ
１ ２ ３ ４
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問８ 次のような意見について､あなたはどう思いますか。ア～オのそれぞれについて
最も近いものを選んでください。（○はそれぞれ１つ）

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

ア 家を建てる時や買う時には、家相や方角なども

考慮すべきだ
１ ２ ３ ４

イ めでたいことは、やはり「大安」の日に行うべ

きだ
１ ２ ３ ４

ウ 伝統なのだから、女性は大相撲の土俵に上がる

ベきでない
１ ２ ３ ４

エ 星占いは、生活上の参考になる １ ２ ３ ４

オ 血液型で人の性格がだいたいわかる １ ２ ３ ４
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問９ 次のような事柄について､あなたはどの程度問題があると思いますか。ア～スの
それぞれについて最も近いものを選んでください。（○はそれぞれ１つ）

問
題
あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

問
題
あ
り

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

問
題
な
し

問
題
な
し

ア ホ テ ル や 旅 館 が ハ ン セ ン 病 回 復 者 の 宿 泊 を 断

ること
１ ２ ３ ４

イ 住宅を購入したり、マンションを借りたりする

など、住宅を選ぶ際に、同和地区を避けること
１ ２ ３ ４

ウ 日 本 で 暮 ら す 外 国 人 の 地 方 参 政 権 を 認 め て い

ないこと
１ ２ ３ ４

エ 結婚する際に、相手の身元調査を行うこと １ ２ ３ ４

オ イ ン タ ー ネ ッ ト 上 に 同 和 地 区 名 の 一 覧 表

（部落地名総鑑）が掲示されること
ぶ ら く ち め い そ う か ん １ ２ ３ ４

カ 職場で支持政党を根拠に昇進・昇給させないこ

と
１ ２ ３ ４

キ ＨＩＶ（エイズウイルス）感染を理由に、職場

を解雇されること
１ ２ ３ ４

ク 警 察 で の 容 疑 者 へ の 取 り 調 べ が 映 像 な ど で 記

録されず、密室で行われること
１ ２ ３ ４

ケ 地 域 住 民 が 障 が い 者 の 通 所 施 設 や グ ル ー プ ホ

ーム ※などの開設に反対すること
１ ２ ３ ４

コ 野宿生活者（ホームレス）になるのは、本人の

責任が大きいとすること
１ ２ ３ ４

サ 経 済 的 に 余 裕 の あ る 子 ど も が い る こ と を 理 由

に そ の 親 が 生 活 保 護 を 受 け て い る こ と を 非 難

すること

１ ２ ３ ４

シ 刑 を 終 え て 刑 務 所 を 出 所 し た 人 の 就 職 が 容 易

には決まらないこと
１ ２ ３ ４

ス 犯 罪 被 害 者 が 名 前 や 住 所 な ど を 報 道 さ れ る こ

と
１ ２ ３ ４

※グループホーム・・・病気や障がいなどで生活に困難を抱えた人たちが、専門スタッフ等の援助を

受けながら、一般の住宅で生活する社会的介護の形態のこと。
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問 10 次のような日常生活に関わるいろいろな見方や考え方について､あなたはどう
思いますか。ア～サのそれぞれについて最も近いものを選んでください。（○
はそれぞれ１つ）

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

ア 結婚は個人の自由であるから、結婚してもしな

くても、どちらでもよい
１ ２ ３ ４

イ 結婚しても、必ずしも子どもをもつ必要はない １ ２ ３ ４

ウ 女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく

育てるべきだ
１ ２ ３ ４

エ 子どもが３歳くらいまでは、母親の手で育てる

ベきだ
１ ２ ３ ４

オ 夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ １ ２ ３ ４

カ 妻が働いていなくても、夫は家事・育児をする

ベきである
１ ２ ３ ４

キ 夫の親を妻が介護するのは当然だ １ ２ ３ ４

ク 性的な被害を受けた女性に対して、周囲の人た

ちが「夜遅くに外出した」「スキがあった」な

どと非難することも仕方がない

１ ２ ３ ４

ケ 夫婦の姓は夫の姓を名乗るほうがよい １ ２ ３ ４

コ 男どうし、女どうしの結婚も認めるべきだ １ ２ ３ ４

サ どんなことがあっても、夫が妻に暴力をふるう

ことは問題だ
１ ２ ３ ４
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問 11 次のような子どもの人権に関する意見について､あなたはどう思いますか。ア～
クのそれぞれについて最も近いものを選んでください。（○はそれぞれ１つ）

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

ア い じ め は い じ め を 受 け る 子 ど も に も 問 題 が あ

る
１ ２ ３ ４

イ 嫡出子（婚姻関係にある男女の間に生まれた子）
ちゃくしゅつし こ ん い ん

と非嫡出子（婚姻関係にない男女の間に生まれ
ひ ち ゃ く し ゅ つ し こ ん い ん

た子）とでは法律上の扱いが異なるのは当然だ

１ ２ ３ ４

ウ 教師が子どもを指導するために、ときには体罰

を加えることも必要だ
１ ２ ３ ４

エ 保 護 者 が 子 ど も の し つ け の た め に 体 罰 を 加 え

るのは、しかたがない
１ ２ ３ ４

オ 保護者が子どもの様子を知るためでも、子ども

の手紙や日記、メールなどを勝手に見ないほう

がよい

１ ２ ３ ４

カ 学校の規則等を定める際に、子どもの意見表明

の場がないことはよくない
１ ２ ３ ４

キ 児童ポルノを制作することは、児童虐待にあた

る
１ ２ ３ ４

ク 不登校は本人が努力すれば克服できるはずだ １ ２ ３ ４
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問 12 次のような高齢者や障がい者､外国人に関する意見について､あなたはどう思い
ますか。ア～クのそれぞれについて最も近いものを選んでください。（○はそれ
ぞれ１つ）

問 13 「広報かわにし」は毎月発行していますが、その中の人権啓発シリーズ「生き
る」というコラムをあなたはお読みですか。（○は１つ）

１．くわしく読んでいる ２．大体目を通している

３．読んだことがない ４．配られてこない

問 14 「広報かわにし」の中で、年間２回の「人権問題特集」、年間１回「男女共同参
画特集」を発行していますが、あなたはお読みですか。（○は１つ）

１．くわしく読んでいる ２．大体目を通している

３．読んだことがない ４．配られてこない

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

ア 介護を受ける高齢者が、あまりあれこれ自己主

張するのはよくない
１ ２ ３ ４

イ 一人暮らしの高齢者であることを理由に、マン

シ ョ ン な ど 住 宅 の 入 居 を 拒 否 す る こ と は 問 題

だ

１ ２ ３ ４

ウ 高齢者の就職が困難であったり、高齢者の労働

条件が低くなるのは、やむを得ない
１ ２ ３ ４

エ 障がい者であることを理由に、マンションなど

入居を拒否することは問題だ
１ ２ ３ ４

オ 障がい者が結婚したり、子どもを産み育てるこ

とに周囲が反対するのは、やむを得ない
１ ２ ３ ４

カ 景気の悪化が理由とはいえ、外国人労働者から

解雇することは問題だ
１ ２ ３ ４

キ 日 本 人 が し た が ら な い 仕 事 を 外 国 人 に 押 し つ

けるのは良くない
１ ２ ３ ４

ク 外国人労働者が増えると、治安や風紀などが悪

くなる
１ ２ ３ ４
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問 15 川西市では人権問題の解決のため、市民が主体となった学習啓発活動が取り組
まれていますが、次の団体・組織など、どの程度知っていますか。（○はそれぞ
れ１つ）

問 16 さまざまな人権問題に関する市民の理解を深めるため、市（教育委員会）や団
体などが主催している講演会、研修会などに、あなたは参加したことがありま
すか。（○は１つ）

１．何回か参加した ２．１～２回は参加した ３．参加したことがない

【問 17 へ 】

問 16-(1) 問 16 で｢１．何回か参加した｣「２．１～２回は参加した」と回答された
方にお聞きします。
それはどういう種類のものでしたか。（あてはまるものすべてに○）

１．市（教育委員会を含む）が主催した講演会や研修会

２．公民館での講座や学級

３．川西市人権教育協議会が主催した講演会、研修会

４．小学校区やコミュニティの人権啓発推進委員会が主催した講演会や研修会

５．ＰＴＡや学校などでの講演会や研修会

６．自治会が主催した講演会や研修会

７．そのほかの市民団体が主催した講演会や研修会

８．その他（具体的に： ）

９．おぼえていない

問 17 あなたは、職場で実施されている人権問題の研修に参加したことがありますか。
（○は１つ）

１．何回か参加した ２．１～２回は参加した

３．参加したことはない ４．職場での「人権研修」は行われていない

５．職場はない（無職）

活
動
内
容
も
含
め

概
ね
知
っ
て
い
る

名
称
程
度
は

知
っ
て
い
る

知
ら
な
い

ア 川西市人権教育協議会 １ ２ ３

イ 小学校区やコミュニティの人権啓発推進委員会 １ ２ ３

ウ 人権啓発サポーター会 １ ２ ３
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問 18 川西市の以下の宣言や取り組みについて、知っていますか。

問 19 あなたご自身のことについて、あてはまるものに○をつけてください。

Ａ．あなたの性別は。

１．男性 ２．女性 ３．その他

Ｂ．あなたの年齢は〔満年齢〕。

１．20歳代 ２．30歳代 ３．40歳代 ４．50歳代 ５．60歳代 ６．70歳以上

Ｃ．川西市での居住年数は、通算で何年くらいですか。

１．生まれてからずっと ２．20年以上 ３．10～20年未満

４．５～10年未満 ５．５年未満

問 20 最後に、人権問題の解決のための推進体制や啓発のあり方などについて、
川西市に対して、なにかご意見、ご要望があれば、ご自由にお書きください。

****************************************************************

お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。

同封の返信用封筒（切手不要）に入れて、11 月 29 日までに
どうふう へんしんようふうとう きってふよう

ご返送いただきますようお願いいたします。

****************************************************************

活
動
内
容
も
含
め

概
ね
知
っ
て
い
る

名
称
程
度
は

知
っ
て
い
る

知
ら
な
い

ア 平成元（ 1989） 年 ７ 月 に「非核 平和都 市宣言」 をし

ていること
１ ２ ３

イ 平成３（ 1991） 年 ２ 月 に「人権 擁護都 市宣言」 をし

ていること
１ ２ ３

ウ 毎月第３金曜日は、市の「人権デー」として位置づけ、街

頭啓発や特設人権相談を行っていること
１ ２ ３

エ 平成 11（ 1999） 年 ４ 月 に発足し た「子 どもの人 権オ

ンブズパーソン」制度について
１ ２ ３

オ 「人権擁護委員」が置かれていること １ ２ ３


